
（該当業務： ）

）

）委託の場合

居宅において６月以上常時臥床状態（ねたきり状態）等の、65
歳未満の、身障１、２級・知的Ａ級・精神１級の重度障害者を介
護する者（市民税課税世帯に属する者、規則で定める障害福
祉サービス・介護保険サービスを受けている者を除く。）

①

根拠条例等

補助・単独

実施形態

正規職員が関与すべき法的義務性

政 策

施 策

優先度◆◇◆ 総合計画・行動計画 施策シート ◆◇◆

確 認 項 目

事
務
事
業
の
概
要

千円 千円

Ａ

重度身体障害者（児）介護手当支給事業

枝番号

03

会計ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち

障害者福祉費

課名

福祉総務課

番号 所属長名

01

01

総
合
計
画

部名

高瀬和泰

事業の目的（どういう状態にしたいのか）

◆◇◆ 事 務 事 業 評 価 票 ◆◇◆

民生費

01 社会福祉費項

01 一般会計財
務
科
目

地域でともに暮らす障害者福祉の充実

基 本 政 策

02

法令名・根拠条文

目

事業の内容（目的達成のための手段・方法）

住み慣れた地域での自立生活の支援

款06

以降

展開方針
（年度別の事業内容）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

千円 千円

平成22年度の実施内容・計画どおり実施できなかった理由

企画政策課
意 見

千円

市 長 指 示 事 項 等

総事業費 千円

行動計画掲載

完了予定年度事業開始年度 昭和48

平成22年度の実施内容・成果

基
本
事
項

福祉生活部

事務事業名

Ｂ Ｃ

年度未定

重度心身障害者（児）介護手当支給事業実施要綱（県）、西脇市重度心身障害者介護手当支給条例

②

年度

根拠条例等

根拠法令要綱等

重度心身障害者（児）を介護している家族の身体的、精神
的、経済的負担の軽減、要介護障害者の在宅生活の継続、
向上を図ること。

事業の対象（誰に対して・何に対して）

対象者からの申請を受けて、受給資格を確認できた者に対して年間10万円を支給する。

根拠法令要綱等

③

(①または②の場合)

国・県の補助金有り 市単独

なし あり

直営 一部委託 その他（補助・負担金全部委託

入札 随意契約（契約先：

① 計画どおり進んでいる。

② おおむね計画どおり進んでいる。

⑤ 完了・達成（計画事業の終了）

③ 着手しているが、計画よりも遅れている

④ 計画どおり着手していない。

総合計画対象事業

市長公約・懸案事項

議会確認事項

Ａ Ｂ Ｃ

新規 継続 単年度

市単費上乗せ

義務実施事業

努力義務実施事業

任意実施事業

経常 臨時

① 計画どおり進んでいる。

② おおむね計画どおり進んでいる。

⑤ 完了・達成（計画事業の終了）

③ 着手しているが、計画よりも遅れている

④ 計画どおり着手していない。

総合計画対象事業

市長公約・懸案事項

議会確認事項

Ａ Ｂ Ｃ
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【１次評価】 評価実施：平成２２年度

【２次評価】 評価実施：平成２２年度

【３次評価】

総
合
評
価

総
合
評
価

総
合
評
価

１評 価
ポイント

事業の優先度（緊急性） ４ 事業の必要性

直接のサービスの相手方 ２

238人

0.07 0.07 0.07

70人

一般人件費[平均給与×(B)]

②

313人

説明

445人

成
果
指
標

（
目
標

）

①
11,245円単価

単価

５
５
１ 実施主体の妥当性

市民ニーズの把握 ４

285人

名称

説明

名称

232人

84人

11,849円

43人
120人

①

②

177人 24人
11,271円

達成度

目標値
18年度 19年度

11,245円
実績値

21年度

159人 156人 0人

受益者負担率[(E)/(D)] (F) ％ 0.0%

22年度

0 0 0

0.0% 0.0% 0.0%

20年度

受益者負担額 (E) 千円 0

総コスト[(A)+(C)] (D) 千円 5,004

554

4,914 3,371 912

554 554

0.07

1791,409

2,817

2,180

2,250

4,360

2,225

(A')事業費(予算額または見込額）

2,180

事
務
事
業
デ
ー

タ (C) 千円 554

2,340

18年度 19年度 20年度 21年度

358

179

21,217円

350

2,340

2,340

4,680

1,408

単位

千円

2,225

一般財源

4,450

2,250 2,340 500

700

22年度

4,500 4,680

一般財源

事業費(決算額) (A)

一般職員所要人員 (B) 人

特定財源

活
動
指
標

（
目
標

）

21,217円

単価

名称

説明

名称

説明

500

350

1,000

特定財源

12人

36人

36人

11,271円 11,943円

48人 38人 19人48人
11,245円 11,271円 11,505円

達成度
目標値

11,245円 11,271円 11,828円 21,209円
436人実績値

達成度

目標値
実績値

達成度

受給者数（年間延べ人数）
目標値

単価

実績値

重複障害者・児

受給者数（年間延べ人数）

合計

受給者数（年間延べ人数）

重度身体障害者・児

受給者数（年間延べ人数）

重度知的障害者・児

４
実施主体の妥当性

受益者負担の適切さ

評 価
ポイント

事業の優先度（緊急性）

直接のサービスの相手方
４
２

事業の必要性

受益者負担の適切さ
評価結果 県の制度改正に伴い、Ｈ20.6月に条例を一部改正。介護保険サービス、障害福祉サービスを利用している者、及び市民税

課税世帯について支給制限を設けるとともに、月額１万円を年額10万円とした。この制度は、サービス等を利用せず、家庭
で介護をされている介護者への支援として、手当の支給を行っている。臥床者への介護にあたる者の心身の負担は多大で
あり、就労の制約もあることから、心身面また経済的な生活支援として、県の補助を前提に、継続実施する。

障害福祉サービス等の制度の周知、利用促進を図っていく。

４

改
善
策

評価結果 判
断
理
由

改
善
策

判
断
理
由

本事業は、兵庫県の補助事業であり、県内各市において同内容で実施されている。
重度身体障害者等の介護をしている家族の負担軽減を図るため、また要介護障害者の在宅生活の向上の
ため、当事業は継続が妥当であると判断する。
今後は、１次評価にあるように当制度の利用者の把握に努めるとともに、利用促進のために制度周知方法を
研究の上、制度利用の促進に務める必要がある。

評価結果

判
断
理
由

改
善
策

５ 市民ニーズの把握

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止
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